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照会先 健康局がん対策 .健康増進諌

課 長 ,木 村

課長補佐 菊 地 (2349)

｢国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基本的な方針｣の全部改正について

｢国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基本的な方針 (平成 15年厚生労

働省告示第 195号)｣については､健康増進法 (平成 14年法律第 103号)に基

づき策定するものであり､国民の健康の増進の推進に関する基本的な方向や国民の健

康の増進の目標に関する事項等を定めるとともに､都道府県健康増進計画､市町村健

康増進計画の基本となるものである｡

本方針の全部改正 (いわゆる ｢健康日本21 ･(第2次)｣について､本日､厚生労

働大臣名で告示されたことを踏まえ､別添のとおり､その内容を公表する｡

資料 1 国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基本的な方針

資料2 国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基本的な方針の概要
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国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基本的な方針

この方針は､21世紀の我が国において少子高齢化や疾病構造の変化が進む中で､生活習慣及び社会

環境の改善を通じて､子どもから高齢者まで全ての国民が共に支え合いながら希望や生きがいを持ち.
ライフステージ (乳幼児期､膏壮年期､高齢期等の人の生涯における各段階をいう｡以下同じ｡)に応

じて､健やかで心豊かに生活できる活力ある社会を実現し､その結果､社会保障制度が持続可能なも

のと･なるよう､国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基本的な事項を示し､平成25年度から

平成34年度までの 丁二十一世紀における第二次国民健康づくり運動 (健康日本21(第二次))｣(以下｢国ノ

民運動｣という｡)を推進するものである｡

､第一 国民の健康の増進の推進に関する基本的な方向

- 健康寿命の延伸と健康格差の縮小

我が国における高齢化の進展及び疾病構造の変化を踏まえ､生活習慣病の予防､社会生活を営

むために必要な機能の維持及び向上等により､健康寿命 (健康上の問題で日常生活が制限ざれる

ことなく生活できる期間をいう｡∴以下同じ｡)の延伸を実現する｡

また､あらゆる世代の健やかな暮らしを支える良好な社会環境を構築することにより､健康格

差 (地域や社会経済状況の違いによる集団間の健康状態の差をいう｡ 以下同じ｡)の縮小を実現す
る｡

二 生活習慣病の発症予防と重症化予防の徹底 (NCDの予防)

がん､＼循琴器疾患､糖尿病及びCOPD (慢性閉塞性肺疾患をいう｡.以下同じ｡)に対処するた
め､食生活の改善や運動習慣の定着等による二次予防 ･(生活習慣を改善して健康を増進し､生活

習慣病の発症を予防することをいう｡)に重点を置いた対策を推進するとともに､合併症の発症や

症状の進展等の重症化予防に重点を置いた対策を推進する｡

組 がん,循環器疾乱 糖尿病及びCO.PDは､それぞれ我が国においてほ生活習慣病の一つと

して位置づけられている｡一方､国際的には､これら四つの疾患を重要なNCD (非感染性疾

患をいう｡以下同じ｡)として捉え､予防及び管理のための包括的な対策を講じることが重視さ
れているところである｡

三 社会生活を営むために必要な機能の維持及び向上

国民が自立した日常生活を営むことを旦指し､乳幼児期から高齢期まで､それぞれのライフス
テージにおいて､心身機能の維持及び向上につながる対策に取り組む｡

また･生活習慣病を予防し､又はその発症時期を遅らせることができる串う､子どもの頃から
健康な生活習慣づくりに取り組む｡

さらに､働く世代のメンタルヘルス対策等により､ライフステージに応じた ｢ところの健康づ･

ぐり｣ に取り組む｡

四 健康を支え､守るための社会環境の整備

個人の健康は､家庭､学校､地域､磯場等の社会環境の影響を受けることから､.社会全体とし

て､個人の健康を支え､守る環境づくりに努めていくことが重要であり､行政機関のみならず､

広く国民の健康づくりを支援する企業卜民間団体等の積極的な参加協力を得るなど､国民が主体

的に行う健康づくりの取組を総合的に支援する環境を整備する｡

また､地域や世代間の相互扶助など､地域や社会の辞､職場の女接等が機能することにより､

時間的又は精神的にゆとりのある生活の確保が困難な者や∴健康づくりに関心,のない者等も含め
て､社会全体が相互に支え合いながら､国民の健康を守る環境を整備する｡

くう
五 栄養 ･食生活､身体活動 ･運動､休養､飲酒､喫煙及び歯 ･口腔の健康に関する生活習慣及び

社会環境の改善

上記-から四までの基本的な方向を実現するため､国民の健康増準を形成する基本要素となる

栄養 ･食生活､身体活動 ･･運動､休象 飲酒､喫煙及び歯.･口腔の健康に関する生活習慣の改善

が重要である｡生活習慣の改善を含吟た健康づくりを効東的'に推進するため､乳幼児期から高齢

期までのライフステージや性差､社会経済的状況等の違いに着目し､こうした違いに基づき区分

された対象集団ごとの特性やニーズ､健康課題等の十分な把握を行う｡
その上で､その内容に応じて､生活習慣病を発症する危険度の高い集団や､総人口に占める高

齢者の割合が最も高くなる時期に高齢期を迎える現在の育壮年期の世代への生活習慣の改善に向

けた働きかけを重点的に行うとともに'こ社会環境の改善が国民の健康に影響を及ぼすこと.も踏ま

え､地域や職場等を通じて国民に対し健康増進への働きかけを進める｡

第二 国民の健康の増進の目標に関する事項 政
一 目標の設定と評価

国は､国民の健康増進について全由的な目標を設定し､広く国民や健康づくりに関わる多くの

関係者に対してその日標を周知すると･ともに､.継続的に健康指標の推移等の調査及び分析を行い､
その結果に関する情報を国民や関係者に遷元することにより､関係者を始め広く国民一般の意識

の向上及び自主的な取組を支援するものとする'｡

また､国民の健康増進の取組を効東的に推進するため､国が具体的な目標を設定するに当たっ

ては､健康づくりに関わる多くの関係者が情報を共有しながら､現状及び練題について共通の認

識を持った上で､･課題を選択し､科学的根拠に拳づくものであり､かつ､実態の把握が可能な具

体的目標を設定するものとする｡

なお､具体的目標については､おおむね10年間を目途として設定することとし､国は､当該目

標を達成するための取組を計画的に行うものとする｡また､殴定した目標のうち∴主要なものに

ついては継続的に数値の推移等の調査及び分析を行うとともに､都道府県におけろ健康状態や生

活習慣の状況の琴の把握に努める｡さらに､日揮設定後5年を削釦.=全ての目標について中間評
価を行うとともに､目標設定後10年を目途に最絶評価を行うことにより､自榛を達成するための

I

諸活動の成果を適切に評価し､その後の健康増適の取組に.反映する｡
二 目標設定の考え方

健康寿命の延伸及び健康格差の縮小の実現に向岬で､生活習慣病の発症予防や重症化予防を図
､るとともに､社会生活を営むために必要な機能の維持及び向上を目指し､これらの目標達成のたI

めと､生活習慣の改善及び社会環境o?整備に取り組む.こと.を目標とする｡
1 健康寿命の延伸と健康格差の縮小

健康寿命の延伸及び健康格差d)縮示は､二生活歯鹿の改善や社会環境の整備によって我が国にl
おいて実現されるべき最終的な目標である｡具体的な目標は､日常生活に制限のない期間の平

均の指標に基づき､別表第一のと潜 り設定する｡また､当該目標の達成に向けて､国は､生活

習慣病対策の総合的な推進を図るほか､医療や介磯など様々な分野における支援等の取組を進

める｡ ヽ

2 主要な生串習慣病の発症予防と重症化予防の徹底

我が国q)主要な死亡原因であるがん及び循環器疾患への対策に加え､患者数が増加傾向にあ

り､かつ､重大な合併症を引き起こすおそれq)ある糖尿癖や､死亡原因として急速に増加する～t
と予測されるC.0PDへの対策は､国民の健康寿命の延伸を図る上で重要な殊題であ争｡･

が.AJは､予防､診断､治療等を総合的に推進す季節点から､年齢調整死亡率の減少とともに､

特に早期発見を促すために､がん検診の筆琴率の向圭を目標とする..

循環器疾患は､脳中管疾患及び嘩血性心疾患の発症の危険因子となる高血圧の改善並びに脂
質異常症の減少と､これらの疾患による死亡率の減少等壷目標とする｡



糖尿病臥 その発症予防により有病者の嘩加の抑制を図るとともに､重症化を予防するため
に､血糖値の適正な管理､治療中断者の減少及び合併症の減少等を目標とする｡
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COPDは､喫煙が最大の発症要因であるため､禁煙により､予防可能であるとともに､早期

発見が重要であることから11.,これらについての琴知度の向上を目標とする｡ ､

｣ニ記粍係る異体的な目標は別表第二のと串甲とレ 当該目標の達成に和 ナて､.国は､これら

の疾串の発症亭防や重症化予防として､適切な食事､適度な運動､禁煙など健康に有益な行動

変容q)促準や社会環埠の整備のほれ ･t医療嘩携体制の推進､.特定健康診奪 ･･時定嘩健指導q)実
魔等に政り組む｡

3 社章生活を営むた桝 こ必要な機能の維持及び向上

少子高齢化や堰 野中で､健康寿命の延伸を実琴す.%榊 ま､生暗習慣病の予防とともに､.,社会

生活を営むための機能を高齢にな?て.申可能な酪り細持す呑ことが重要やある｡.

社会生活を営む串吟に必要な弓鋸 絶 維持す声た桝 こ､身体の健康と共た垂琴なものが､ここ

ろの健康で毎る｡阜′の健全な維掛 声､個人の年活の質を大き(左右するも甲であり､●自殺奪q)l ～ l
社会的損失を防止するためこ全ての世代め健やかな心を支冬草社会ブくりを即 旨レ 自殺者の-ヽ /.
減少､重い抑夢や不安め低輝.･職場の支援療境め充実及び子どもの心身の間鹿ぺ甲対応の充実
を目標とする｡

また､将兎を担う次世代の健康を支えるため､妊娠や子ども.0健康海進が重要であり､子ど

もの頃からの健全な生活習慣の獲得及び適正体重甲子どもの増加を目標とする.'''
さらに､高齢化に塵う機能め低下を遅らせるためには､高齢者の健康に焦点を当てた取組を

強化する必要がありこ介護保険サエビス利用者め増加の抽制∴認知機能底下及びロコモティブ

シンドローム '(運動器症樹 齢 の予防とともに､良好な栄養状態の練乳 身体活動量の増加及
び就業等の社会参加め促進を目標とする｡

上記に係る具体的な目標は別表第三のとおりとし､当該目標の達成.に向けて､国は､メンタ･

ルヘルス対策の禿筆､妊婦や子どもの健やかな鹿康増進に向けた取組､介護予防 ･支援などの/
取組を進める｡ ､

4 健康を菜え､守るための社会環境の整備

健康を支え､守るための社会環境が整博されるためには二･国民､企業､民間団体等の多様な

･主体が自発的に健康づくりに申り̀粗むことが重要である｡･異体的な目標は､･別表第四のと串り

とし､居住地域での助け合いといぅた地域のつながりの弓針粍 ともに､健康づくりを目的とし

た活動に主体的に関わや国民の割合の増加､..健康ブくりに関する準動に取り組み､･自発的に情

報発信を行う企業数の増加並びに身近で専門噂な支援及び神歌力轡 ナられる民間団体の活動拠

点の増加にフいて設定するとともに､･健嘩格差の泰郎 ､た向け.地域で韓題とな阜健康格差の実I

態を把握し､対策に取り組む地方公兵団体の勧 p.8.こフいて設茸する.I
∵瞥該目標の達成に向けて､国臥 健康ゴくり:に自発的た取り組.む企業､'犀尚団体等の動機づ1

けを促すため､当該企業凋 体重め酢鋸こ関する情報提供やそれらめ活動のl'評価等に取り組むL'.

51療養 ･食生活､身体活臥 ･■題動､灘象 ･.飲酒,喫煙及び申.･口野の健康に関する生活歯慣及

び社章環鹿の改善 .. ●

栄養､･食草括､■･身体活動 ･運臥 休養､飲軌 傾 煙及び歯 ･口腔の健康に関する目.標はこそl
れぞれ次の考え方に基づき､別表第五のとおりとする｡
(1)栄養 ･r食生活 l

栄養 ･食生活は､生痕習療病の予防のほか.I:･社会生活機能め維持及び向上並びに生活の質

の向上の観点から重要である{目榛は､'次世代の健康や高齢者の健康に緬する目標を含めJ

ライフステージの重点課題となる適正体重の維痔や適切な食事等に関するものに加え､社会

･環境の整備を促すため‥食品中の食塩含有量等の低減､特定給食施設 (特定かつ多数の者に

対して継続的に食事を供給する施設をいう｡.■以下同じ｡･)での栄養 ･′食事管理について設定す

る｡

当該目標の達成に向けて､国は､健康な食生活や栄養に関する基準及び指針の策定､関係

'行政機関の連携による食生活に関する国民運動の推進､食膏の推進､専門的技能を有する人

材の養成､. 企業や民間団体との協働によ各体制整備等に取り組む｡',

(2) 身体活動 ･･.連動● r 1

身体活動 ,運動は‥垂転脅喝病d)予防卯 まか､･･l社会生活機能甲維持及び向生並び･k生活の
要の向上-の観点から重要やある｡ 目棟は､次世代の健康や高齢者の健康に関する目榛を含め､＼.

'運動習慣の膚着や身体活動量の増殖 と関する.目標とともに､身体活動や運動に取り組みゃす

･い琶芸警悪霊這志譜 警 定 健康鹿 のための運動基準 .指針の見直し､企業や民間

団体との畷廟kよる体面盤膚等に取り箪申｡
(3) 休養 ､ I

休養は､生活の質に係る重要な要素セあり､日常的に質量ともに十分な睡暁をとり､余顧

等で藤や心を養うことは､心身の健康の観点から重要である｡目標は､十分な睡眠による休

養の確嘩革び準労働時甲60時甲以上の雇巧者の割合の減少について設定する｡
当該目標の達成に向けて､一画は 健康増準のための陸尉 旨針の見直し等に取り組む｡

(4) 飲酒 .

飲酒は､一生噂習慣病を始めとする極々な身体疾患や琴病等q)健康障啓のり大ク要因となり､ヽ;
_得るのみならず､未成年者の飲酒や飲酒蓮転事故等の社会的な間盛の要因となり得る｡日原

は､生活習慣病甲発症リスクを高め卑革を飲轡している者の減少､未成年者及び妊娠中の者
の飲酒の防止たっいて設定する｡ √

当卵 標の連卿 こ向けて､国は､飲酒に関する正しい知識の.普及啓発や未成年者の飲酒蛎
止対策等に取り組む｡

(5)一喫煙

喫煙臥 ･がん､循環器疾患､糖尿病､COP:P阜いった.NCDの予防可能な最大の危険因

子であるほかこ低出生体重児の増加の｢つの要因であ･り､受動喫煙も様々な疾病の原因とな
るため､̀喫煙による健康被革を回避することが重要であるム目標は､成人の喫煙､未成年者

の喫煙､妊娠中の喫煙及び受動喫煙の割合の低下について設定する｡

当該目標の達成に向けて､歯はII･'受動喚煙防止対策ヾ･･禁痩希望者に対する禁煙支援､未成

年者の喫煙防止対策､たばこの健康顛響や'･楽座も=ついでめ教執 ･普及啓発等に取/b組む?

(6) 歯 ･口腔の健康･.･ ''‥

･歯 ･口腔の健康は摂食と構音を良好は保つために重要であり.1生活の質の向上にも大きく

層 与する.･日榛はヾ 健全な口癖機能を生涯にわたり維持するちとができるよう､疾病予防の
l :しよく

観点かう､歯周嘩予蛎､う蝕 予防及び歯の喪失防止に加え､口腰機能の維持及び向上等に
ついて設定する｡

当該目標の達成に向けて∴由は､歯科口鹿保健に韓する知識等の普及啓発や ｢8020̀(ハチ

マルニイマjv),･･.*動｣の更なる推進等纏 ･こり革む｡1.･I

第三 ●都道府県健康増準計画及び市町村健康増進計画の策定に酵する基本的な事項■

｢ 健康増進計画の自榛の改定と評価 :I
･都道府県健康増進計画及び市町村健康増華紳軒 (以下｢健康増進計画｣という｡)の策定に当たう･′l

ては､∴地方公葬申励 ま､人 口働艶 .医療 .･介掛 こ関する線臥 傭定健康診査データ等の地域住民

の健康に由する各種指標を活用しつつ､個 域甲社傘資源等の実情を腐まえ､一独自に重要な課題を

選択し､･.∵をの到達すべき目標を設定し､窄期的に藤伸葵が改定を実施することが必要であ･る｡.1ヽ.
都道府県においては､国が設定した全国噂な健康増進の目標を勘案しつつ､その代表的なもの

について'.地域の実情を踏まえ､地域住民に分か;りやすい目棟を設定するとともに､都道府県の

.区域内の市町村 (特別区を含む｡以下同じ｡)ごとの健康状態や生活習慣の状況の差の把握に努め

るものとする｡
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や 市町村においては､国や都道府県が設定した目,標を勘案しつつ､具体的な各種の施策､事業､

基盤整備等に関する目標に重点を置いて設定するよう努めるものとする｡ '

二.計画策定の留意事項

健康増進計画の策定に当たっては､次の事項に留意する必要がある｡

1 都道府県は､ ･市町村､医療保険者､学校保健関係者､産業保健関係者､健康づくりに取り組

む企業､民間団体等の一体的な取組を推進する観点から､.都道府県健康増進軒画の策定及びこ

れらの関係者の連携の強化について中心的な綬割を果たすこと｡このため､都道府県は､健康

増進事業実施者､医療機関､企業の代表者､都道府県労働局その他の関係者から構成される地

域 ･職域連携推進協議会等を活用し､これらの関係者の役割分担の明確化や連携促進のための

方策について議論を行い､その結果を都道府県健康増進計画に反映等せること｡
2.都道府県健康増進計画の策定に当たっては､都道府県が策定する医療紘 (昭和23年法律第

205号)第30条の4東1項に規定する医療計画､高齢者の医療の確保に関する法律 (昭和57年′
法律第80号)第9粂第 1項に規定する都道府県医療費適正化計画､介護保険法 (平成9年法律

策123号)第118条第 1項に規定する都道府県介硬保険事業支援計画､がん対策基本法 (平成18

年法律第98号)第11灸第 1項に規定する都道府県がん対策推進計画その他の都道府県健康増進

計画と関連する軒画及び都道府県が定める歯科口腔保健の推挙に関する法律 (平成23年法律第

95号)第12傘第 1項に規定する基本的事項との調和に配慮すること｡

また､都道府県は､市町村健康増進計画の策定の支援を行うとともに､必要に応じ､市町村

ごとの分析を行い､地域間の健康格差の是正に向けた目標を都道府県健康増進計画の中で設定

するよう努めること｡′

3 保健所は､地域保健の広域的､専門的かつ技術的な拠点として､健康格差の縮小を図ること

等を目的とした健康情報を収集分析しこ地域の住民や関係者だ提供するとともに､地域の実情

に応じ､市町村における市町村健康増進計画の策定の支援を行うごと｡

4 市町村は､市町村健康増進計画を策定するに当たっては､都道府県や保健所と連携しつつ､ヽ
事業の効率的な実施を図る観点から､医療保険者と■して策定する高齢者の医療の確保に関する

法律第19粂第1項に規定する特定健康診査等実施計画と市町村健康増進計画を一体的に策定す

るなど､医療保険者として実施する保健事業と事業実施者として行う健康増進事業との連携を
図るとともに､市町村が策定する介護保険法第117粂第 1項に規定する市町村介護保険事業計

画その他の市町村健康増進計画と関連する計画との調和に配慮すること｡

また､市町村は､健康増進法 (平成14年法律第103号)第17粂及び第19条の2に基づき実施

する健康増進事業にフいて､市町村健康増進計画において位置付けるよう留意すること,

5 都道府県及び市町村は､国の目標の期間を観葉しっう､､.一定の期間ごとに計画の評価及び改

定を行い､住民の健康増進の継続的な取組に綾び付けること.,当該評価及び改定に当たlっては､

都道鹿県又は市町村自らによる取組のほか､都道府県や市町村の区域内の医療保険者､学校保I
健関係者､産業保健関係者､華業等における取組甲進捗状況や.目標の達成状況について評価し､

そq)後の取組等に反映するよう留意する.Eと｡

6 都道府県及び市町村は､健康増進のための目標の設定や､目標を達成するまでの過程及び目

標の評価において､地域住民が主体掛 買参加レ その意見を積極的に健康増進の取組に反映で
きるよう留意すること｡.

四

1

第 国民健康･･栄養調査その他の健康の増進に関する調李及び研究に関する基本的な事項 一

健康増進に関する施策を実施する際の調査の活用 .

国は､国民の健康増進を推進するための目琴等を評価するため､､国民健康 ,栄養緬査等の企画

を行い､効率的に実施する｡併せて､生活習慣の改善のほかi･社会環境の改善に関する調査研究

についても推進する｡

国､地方公共団体､独立行政法人等においては､国民健康 ･栄養調査､都道府県健康 ･栄養調

査､国民生活基礎調査､健康診査､保健指導､･地嘩がん登録事琴等の儲鼠 ･疾病等に関する各種
統計､診療報酬明細書 (レセプト)の情報その他の収集した情報等に基づき1･現状分析を行うと

ともに､健康増進に関する施策の評価を行う･｡､.F.-の駄 :..個人情報笹桝 亘 適iEな取扱いの厳格な

実施を確保することが必要であること壷認識しヾ.個人情報の保掛 こ関する嬢経 (平成15年嘩律第
57号)､行政機関の保有する個人情報の保韓に関する法律 (平成15年波線第58朝 ､独立行政韓人

等の保有する個人情報の保頚に関する法律 呼 成15年法律第59号)､華計時 .(平成19年法律第53

号)､地方公共団体において個人情報の保健に関する嘩律第11粂夢 1項の趣旨を踏まえて制定さ
れる条例等を遵守するほか､各感調査の結果等を十分活用するなどにより､科学的な根拠に基づ

いた健康増進に関する施策を効率的に実施すや羊とが重要である｡
また､これらの調査等により得られた情報にフいては､積極的な公表に努める｡

さらに､臥 地方公共団体は､ i･C'T ､(情報通痛技術をいう｡ .以下同じ｡)を事岬 して､健診結
集等の健康情報を個人が活用するとともた､.全国規模で健康情報轟収集 ･分析し､国民や関係者

が効果的な生活習慣病対策を実施すること車で草る仕組みを構築する.よう努める｡
ニ 健康の増進に関する研究の推進

/国､地方公共団体､独立行政法人等においでは､国民の社会環境や生活習慣と生活習慣病との

関連等に関する研究を推進し､･研究結果に関して的確かつ十分な情報の提供を国民や関係者に対

し行う｡また､新たな研究の成果については､嘩康増進に関する塵準や指針に厚映させるなど､
効果的な健康増進の実践につながるよう支援を行っていくごとが必要である｡

第五 健康増進事業実施者間における連携及び協か 羊関する基不由な事項

各保健事業者臥 ′質の高い保健サービスを効果的かつ継続的に提供するため､特定健康診査 ･特
定保健指導､がん検診､労働者を対象とした健康診断等の徹底を図るとともに､転居､転職､退職

等にも嘩切に対応し得るよう.､保健事業の実施に当たって､既存の組織の有御活用のほか､.地域 ･
職域連携推進協議会等が中心となり､共同事業の実施等保健事業者相互の連携の促進が甲うわるこ
とが必要である｡

具体的な方法として､がん検酸､特定健康診査その他の各種検診の実施主体間で､個人の健康情

報の共有を図るなど､.健康に関する対策を効率的か?効果的に実施することが奉る｡Ii'た､受診者

の利便性甲向上や受診率の目標達成に向けて､がん検診や特定健康診査その他の各種検診壷同時に
実施することや､各種検診の実施主体の参加によろ受診率の向上に関するキャンペーンを実施する
ことがある｡

なお､健康診査の実施毎に係る健康増進事業実施者閉め連携については､これらの鹿か､･健康増

進法第9粂第 1項に基づく健康増進事業実施者た対する健康診査の実施等に関する指針の定めやと
ころによる｡

第六 食生私 .運動､ノ休養､飲嵐 喫煙､歯の廃車わ保持そめ他の生痕習噴.に関する正しい知識の普
及に関する事項 二 ‥

- 届 如 勺な考え方 .,.
健康増進比 国民の意痕と行動d)変容が必要であお.tとから､周民の主体的な健康増適の取組

を支援するため､国即 と対する十分かつ的確な極細提供か必要である｡このため､当紛情報提供

は､生活習慣に関して､華李的知見に基づ草､･･分かりやすく､国民の健康増進の取組に結び付き
やすい魅力的∴効果的かつ動索的なものとな考よう､工夫する｡また､当該情報提供において､家

庭､嘩育軌 学琢 職場､地域等の社会環境が生活習慣に及ぼす影響の重要性についても認識を
高めるよう工夫する｡

生活習慣に関する情報提供に当たっ七はヾ117･C廿を含むヤ女メディアや健康増適に関するボラ
ンティア団体､産業界､学校教育il医療保険執 ･保健事業はおける健康相敵専多様な経路考痕用

するとともに∴対象集団の特性に応じた効果的な働きかけをヾ 複数の方法を組み合わせて行うこ

とが重要である｡なおヾ情報提供に当たっては､･･誤3-･･尭僧報や著しく偏った不適切な情報を提供
･しないよう取り組むものとする｡

また､国､地方公共団体等は､生活習慣の各分野に歯し､1.才旨針の策定､普及等に取り組む｡
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ニ ー健康増進普及月間等

国民運動の一層の推進を図るため､ 9月を健康増進普及月間とし､国､地方公共団体､企業､

成間団体等が行う様々なイペ>･トや広報活動等の普及啓発活動等を通じ､国民の自覚毎高めるほ

か､社会全体で健康づくりを支え合う贋境を醸成するための健康増進の取組を一層促進するこ.と
とする｡

また､･一当該取組が一層効果的となるよう､併せて､食生活改善普及挙動を9月に実施する｡
健康増進普及月間及び食生活改善普及運動 (以下 ･｢健康増進普及月間専｣という｡)の実施に当

たっては､地域の実時に応じた課題を設定レ 健席に関心の薄い者も含めてより多 くの住民が参
加でき.るように工夫するよう努めることが必要である∴また､地域における活動のほか､国､地

方公共団帆 企業､民間団体等が相互笹協力レて､全国規模の中核的なイベント等卑実施するこ
とにより､健康増進普及月周専dJ重点的か?効果的な実施を図る｡

第七 その他国民の健康の増進の推進に関する重要事項

一 地域の健康課題を解決するための効果的な推進体制･

健康増進は関係する■機関及び団体等がそれぞれ果たすべき役卸を認識すると.ともに､地域の健

康課題を解決するため､市町村保健セシター､保健所,･･:医療保険者､医療機関､.襲局､地域包括
支援センタ･T､教育関係機関､マスメディア､企業､､･ボランティア団体等から構成される中核的

な推進組織が､市町村保健センター､保健所を中心として､各健康増進計画に即して､当顔計画

の目標を嘩成するための行動計画を改定し､各機関及び団体等の取組をそれぞれ補完･し合うなど
職種間で連携を図ることによ り.､-効果的な取組が図られることが望ましい｡

また､国は､地方公共団体が健康増進計圃d)･策定等を行う際に､各種統計資料等のデータベー

スの作成■や分析手法の提示尊の捜術的援助を行い､-都連府県も市町村に対し両様の技術的援助を

行うことが必要である｡

二 多様な主体による自発的取組や連携の推進 ･.
栄養､･運動､休養に関連する健康増進サービス関連企業､健康機器製造閑適企業､食品関連企

農を始めと･して､健康づくりに関する活動に取り細中企業､NGO､NPO等の団体は､固持q)

健康増進に向けた取組を一層絶進させるための自発的軍組を行うととも広 当該取組について国

民に情報発信を行うことが必要である｡臥 地方公共団体等は､当該取組の中で､優れた取組を

行う企業等を酸価するとともに､当該取組が国民に広く知られるよう､積極的に当該取組の広報

を行うなど､健康づくりのための社会環境の整備に取り組む企業等が増加するような動機付け壷

与えることが必要であるこ健康増進の取組としては､寓尚の健康増進サービスを実施する企業等

･が､健診 ･検診の実施主体その他関係機関と連携も∴対象者に対して効果的かつ効率的に健康増

進サービスを提供することも考えられる｡こうItjた取組の推進により,､対象者のここズに応じた

多̀様で質の高い健康増進サ⊥ビスに係る市場の育成が図られる｡

また､健康増進の取組を推進するに当たうでは∴健康づくり対策二･食育､母子保鳳 痛神保健､

介護予防及び就業上の配慮や保健指導等を含む産業保健の各分野における対策並びに医療保険の

保嘩者が実施する対策を含めた厚生労働行政分野嘩 止る健康増進に関する対策ゐ軽か､･学校保
健対策､ウオ｣キング亘-ド (遊歩道等の人の歩行.a)一用'に供する道をいう･.･):の整廟等の対策､森

林等の豊かな虜然環境q)利用促進対策､鷹合型地堺スポ⊥ックラブの暗用等の生涯スポーツ分野

における対策､健康関連産業の育成等､関係行政分軽 関係行政機関等が十分に連換する必要が
ある｡

三 健康増進を担う人材 . ,

地方公共団体においては､医師､歯科医師､薬剤師､保健敵 ･助凌執 着鰻臥 准看護師,管

理栄養士､栄養士､歯科衛生士その他の職員が1･.･栄養i･･食生活､身体活動 ･･運動､休養､こころ

の健康づくり､飲酒､喫煙､歯 ･口腔の健康等¢生活習憤全般についての保健指導及び住民から
の相琴を担当すろ｡ ､ 一'̀

国及び地方公共団体は.､健康増進に関する施策を推進するための､保健師､管理栄養士等の確保

及び資質甲向上､健康運動指導士等の健康増進の.ため･.甲運動指導者や健康スポーツ医との連携､t

食生活改善推進員､運動普及推進員､禁煙撃及員等bLボランティア組織や健康増進のための自助
グル⊥プの支援体制の構築執 こ努め■る｡

このため､これらの人材について､国において組合的な企画及び調整の能力の養成並びに指導

者としての資質の向上に重点を置いた研修の禿筆を図るとともに､都道府県8.こ串いて市町村､医

療保険者､地域.0医師会､歯科医師会､薬剤師会､看護協会､栄養士会等の関係団体等と連携し､

地方公共団体の職員だけでなく､地域 ･職域における健康増進に関する施策に携わる専門職等に

対し､.最新の科学的知見に基づく研修の夷実を図ることが必要である｡.

また､■磯 威保健担当者､学校保健担当者等恥 国民g)健康増進のために相互に連携を図や養う
努める｡ ･

別表第一 健康寿命の延伸と健康格差の縮小の臭塊に関する目標

項 目∫ ∵潤∵. 覗 p目 .標

～① ー健康寿命の延伸 (日常生活に制 尭性 .76.42年 平均寿命の増加分を上回る
限のない期間の平均の延伸) 女性 73こ62年 健康寿命の増加 .

(平威22年) (平成34年度)

② 健康格差の縮小 (月常生活に制 ′男性 2.79年 都道府県格差の縮小
限のない期間の平均の都道府県格 女性 2.95年 (平成34年度).

靭 上記①の目標を実現するに当たっては､｢日常隼活に制限のない期間の平均｣ のみならず､｢自分

が健康であると自覚している期間の平均｣につし.うても琴草することとする｡-

また､上記由の目標を琴現すやに当たっては､健康寿命の最も長い都道府県の数値を目標とし

て､各都道府県において健康寿命の･延伸を図るよ･う.取 り組むものである｡

別表第二 .重要な､生活習慣病の発症予防と重症化予防の徹底に関する目標

(1)がん

項 目 現 状 目 標

① 75歳未満のがんの年齢調整死亡 84.3 173.9
率の減少 (10万人当.たり) (平成22年) (平成27年)

② がん検診の受診率の向上 胃かん 男性 3も.6% 50%

粗 がん検診の受診率の算定は当たっては､.40歳から･6.9歳まで(子宮頚がんは20歳から69歳まで)

を対象とする｡

(2)･循環器疾患

･頑 . ＼自 覗 .準 目 標､

① 脳血管疾患 .虚血性心疾患の年 脳血管疾患 脳血管疾患
･.齢調整死亡率の減少 (10万人当た ･男性■■49.5 ∵男性 .41.6-
り) ･女性 26.9一 女性 ■24.7

虚血性心疾患 虚血性心疾患
'1男性 .,.361'9 1 男性 31.8
女性 15 .3 女性 13一.7
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早:② 高血圧の改善 (収縮期血圧の平均値の低下) `̀男性.138mmHg女鮎 23鐸 Pg 男性 134mm王主g響 成葦 評

③ 脂質異常鹿の減少 総コレステロール240mg/ 総コレステロール240mg/
dl以上の者の割合 dl以上の者の割合

ノ- 男性 13.8% 男性 10%
女性 22.0% 女性 17%

LDLpj レステ ロr- ル LDLコ レステ ロール
160mg/dl以上の者の割合 1̀60mg/dl以上の者の割合

男性 8.3% A_男性 6｣2%
女性 .11｣7% 女性 8.8.% ′
(平成22年) (平威34年度)

④ メタホリックシンドロームの該 1,400万人 平成20年度と比べて .

当者及び予備群の減少 (平成20年度)ゝ 25%減少(平成27年度)

⑤ 特定健康診査 .特定保健指導の ＼特定健康診査の実施率 平成25年度から開始する第

葵施率の向上t 41.3% 2期医療費適正化計画に合
特定保健指導の実施率 `12,3%(平成21年度) わせて設定(平成29年度)

遠 目 ′現 状 目 標 .

① .合併症 (糖尿病腎症による年間 16,247人 15.OLoô
新規透析導入患者数)の減少 (平成22年) (平成34年度).

② 治療継続者の割合の増加 63.7% 75%
(平成22年) (平成34年度)

(卦 血糖コントロール指標における. 1.2% 1.0%

コントロ∵ル不良者の割合の減少(HbAlcが JDS値8.0% tNGSP値8.4%)以上 の者の割合の嘩少) (平成21年度) (平成34年度)

④ 華尿病有病者の増加の抑制 890万人 1000万人~
(平成19年). (平成34年度)

_⑤ メ̀タポリツタシンドロームの該 1,400万人 平成20年度と比べて25%減

･.当者及び予備群の減少 (再掲) (平成20年度)A 少 (平成27年度)

⑥ 特定健康診査 .特定保健指導の 特定健康診査の実施率 平成25年度から開始する.第

･ 実施率の向上 (再掲)′I ･41.3% ･2期医療費適正化計画に合

(4)COPD

項 目 現 状 目 標.

① COIPDの認知度の向上 25% 80%.-

別表第三 社会生活を営むために必要な機能の維持 ･向上に関する目標

(1) こころの健康 ､

項 目 現 状 ~ 月 壷.

① 自殺者の減少 (人口10万人当た / ■23.4 自殺総合対策大綱の見直し
り) (平成22年) ■の状況を踏まえて設定

② 夷分障害 .不安障害に相当する 10.4% 9.4%

心理的苦痛を感 じている者の割合の減少 (平成22年) (平成34年度)

③ メンタルヘルスに関する措置を● -33..6% 100%
受けられる職場の割合の増加 (平成19年) (平成32年)

④ 小児人口10万人当たりの小児科 小児科医 94.4 増加傾向へ

(2)次世代の健康

項 目 現 状 目 標

① 健康な生活習慣(栄養 .食生活∴運動)を有する子どもの割合の増加

ア 朝 .昼 .夕の三食を必ず食べる 小学 5年生 100%.に近づける
ことに気をつけて食事をしている 89.4%. (平成34年度)
子どもの割合の増加 (平成22年度)

イ 運動やスポーツを習慣的にして (参考値)過に3日以上 増加傾向へ

いる子どもの割合の増加 小学 5■年生男子 61.I5%女子 35二9%(平成22年).. (平麟3.4年度)

② 適正体重の子どもq)増加 l

ア 全出生数中の低出生体重児の割 9二6% 減少傾向へ
･合の減少 l (平成.22年) (平成26年)

イ 肥満傾向にある子どもの割合の 小学5年生の中等虎 .高度 減少傾向へ

(3)高齢者の健康

項 目 琴 .状･II 目 標

.① .介淳保険サービス利用者の増血 452万人 657万人
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②.認知機能低下ハイリスク高齢者 0.9% 1.0%

の把握率の向上･ヽ▲- (平成21年) .(平成34年度)

t'③.ロコモティブシン.ドロ-ム (運 (参考値)1,7.3% g0% .

動器症候群)を認知している国民の割合.の増加 (平成24年) (平成34年摩)

④ 低栄養傾向 (BMⅠ20以下)の 二17..4% 22%
高齢者め割合の増加の抑制∴ (平成22年) (平成34年度)

⑤ 足腰に痛みのある高齢者の割合 身 性 218人 男性 200人
のー減少 (1,000人当たり) 女性..291人 女性 260人 1

(平成22年) (平成34年度)

ノ⑥ 高齢者の社会参加の促進 '-(就業 (参考値 ) 何らかの地域痕 80%
又は何らかの地域活動をしている 動をして いる高齢者の割合 (平成34年度)

高齢者の割合の増加) 男性 64.0■%女性 ▲55.1%≡(平成20年)

靭 上記.①の目標については､社会保障 ,税一体改革大綱 (平成24年2月17日閣議決定)の策定

に当たって試算した結果に基づき設定したものである｡
t

別表第四 健康を支え､守るための社会環境の整備に関する目標
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～ 琴 1 日 現 状 目 標

① 地域のつながり.の強化 一(居住地 (参考値)自分と地域のつ 65%
域でお互いに助け合うてい.ると思 ながりが強い方だと思う割 (平成34年度)

う国民の割合の増加) 令 45.7%(平成19年)

② 健康づくりを目的とした活動に (参考値)一健康や医療サ⊥ 25%
主体的k関わっている国民の割合 ビスに関係したボランティ (平成34年度)

の増加 ア活動をしている割合3二0% ●(平成18年)

③ 健康づくりに醜する活動に取り i20社 3,000社.

組み､自発的に情報発信を行 う企業登録数の増卯 (平成24年) (平成34年度)

④ 健康づくりに関して身近で専 門 (参考値);民間団体から報 15,0.00
的な支援 .胡散が受けられる民 間 告のあった活動.拠点数 . (平成3.4年度)

団体の活動拠点数の増加 7,134(平成24年)

⑤ 健康格差対策に取り組む自治体 1▲1都道府県 47都道府県

の増加 (課題となる健康格差の実態を把握し､健康づく.りが不利な.-集団への対策を実施している都道府県の数) (平成24年)●1 (平成34年度)

別表第五 栄養 ･食生活､身体活動 ･運動i休養､飲酒､喫煙及び歯 ･口腔の健康に関する生活習慣

及び社会療頃の改善に関する目標

(1) 栄養 ･食生活

項 . .自 痩 . 状 目 . ':標

(D 適正体重を維持している者の増 2.O歳T.60歳代男性の肥満者 20歳～60歳代男性初 巴満者
加 (肥満●一,'(B.M'Ⅰ25124上).了やせ -の割合 薄.1.2-餐... ･の割合 ,L26...l%-

1(BMⅠ18.5未満)の減少)I 40歳～60歳代女性の肥満者 40歳～60歳代女性.の肥満者
L.の割合 .22.2% の割合 19%.

2.0歳代女性のやせの者の割 20歳代女性の.やせの者の割
合 29.0% 合 20% ■

(平成22年) (平成34年度)

･② 適切な量と質の食事をとる者の.増加

ア 主食 .主菜 .副菜を組み合わせた食事が1日2回以上の日がほぼ毎日の者の割合の増加 68.1% 80%
(平成2.3年) (平成34年度)

イ 食塩摂取量の減少 .10.6g 8宮
(平成22年) (平成34年度)

ウ .野菜と果物の摂取量の増加 野菜摂取量の平均値 野菜摂取量の平均値 .
-282g 350.g

果物摂取量100g未満の者 果物摂取量100g未満の者
の割合 の割合

61.4% 30%
(平成22年) (平成34年度).

③ 共食の増加 '(食事を1人で食べ 朝食 小学生 .15,｣3% 減少傾向へ

る子どもの割合の減少) 中学生 ′ 33.7%).夕食 .小学生 2.2%中学生 .6.0%(平成22年度) (平成34年度)I ′

④ 食品中 の 食塩や脂肪の低減た政や 食品企菓筆録数 14社 食品企嚢登録数 100社

り組む食品 企業及び飲食店の登録数の増加 飲食店登録数 17,284店舗 =飲食店登録数 30,000店舗
(平成24年) (平成34年度)

⑤ 利用者に応じた食事の計画､調 (参考値)̀管理栄養士 .栄 809i
理及び栄泰の評価､改善を実施し 養士を配置.している施設の (平成34年度)

(2) 身体活動 ･運動

項 ､目 覗 - 状 目 標

① 日常生活.における歩数の増加 20歳†.64歳 20歳～64歳
.男性 ,7冶41歩 . 男性 9-,000歩
女性 †̀6,,883歩 女性 8,500歩

･65歳以上 , 65歳以上
男性 ..5,628歩 男性 7,000歩
女性 ..4,584歩 女性 6,000歩



･③ ~妊娠中の喫煙をなくす ･5.0% ･0%
･(平成22年) (平成216年)

③ 受動喫煙 (家庭 ..職域 .飲食店 .行政機関 .医療機関)の機会を有する者の割合の減少 行政機関 p16.9% 行政機軸 ooi医療機関 13.3% 医療機関 0%
(平成20年) (平成34年度)

職塊∫β4% 職場 受動喫煙のない職域

(平成23年)家庭 ld.7%飲食店 50.1%(平成22年). の実現 (平成32年)家庭●3%飲食店 15%(平成34年度)

(6)歯 ･口腔の健康

項一 日. 現 状 ･甲 標

① 口腔機能の維持 .向上 (60歳代 73.4% 80%

そしゃくにおける岨噂 良好者の割合の鹿加) i ･(平成21年) ′ (平成34年度)

② 噂の喪失防止 ､

ア 80歳で20歯以上の自分の歯を有 2'6..0..% 50%
する者の割合の増加 (平成17年) (平成34年度)

イ 60歳で24歯以上の自分の歯を有 ･60.2% 70%
する者の割争q)増加 (平成17年) (平成34年度)

ウ 40歳で喪失歯のない音の割合の ′54.1% - 75%
増加 I(平麟17年)- (平成34年度)

③ 歯周病を有する者の割合の減少

ア 一20歳代における歯肉に炎症所見 31.7%J 25%
を有する宥め割合の減少 (平成21年) (平成34年度)

イ 40歳代における進行した歯周炎 37.3% 25%
を有する者の割合の減少 (平成17年). . I(平成34年度)

･ウ 60歳代における進行した歯周炎 54.7% 45%
を有する者の割合の減少 (平成17年) (平成34年度)

eJ 乳幼児 .学齢期のう蝕のない者の増加 -

Fア ■3歳児でう蝕がない者の割合が 6.都道府県 23都道府県
'80,(06以上である都道府県の増加 (平成21年) (平成34年度)

イ 12歳児の一人平均う歯数が■1.0 7都道府県 28都道府県
歯未満である都道府県の増加 (平成23年) (平成34年度)

⑤ 過去1年間に歯科検診を受診し 34.1% 65%

② 運動習憤者の割合の増加 20歳～64歳 20歳～64歳
男性 26二3% 男性 ,36%
女性 22.9% 女性 ■33%

65歳以上 ･65歳以上
男性 47.6% 男性 58%
女性 37.6% 女性 48%
(平成22年) (平成34年度)

③ .住民が運動しやすいまちづく 17都道府県 47都道府県

項 目 現 状 ■目 標

① 睡眠による休養を十分とれてい 18.4% 15%
ない者の割合の減少 (平成21年) ■(平成34年度)

② 週労働時間60時間以上の雇用者 9.3% I.5.0%

･.項 目 現 状 目 標

① 生活習慣病のリスクを高める盈 男性 .15.3% 男性 13%
を飲酒している者 (1日当たりの 女性 7 .5% 女性 6..4%

腎 裟蒜 謂 翌莞蛋)93讐雛 no,i減少 (平成2 2年). (平成34年度)/

② .未成年者の飲酒をなくす ′ 中学3年生 o'%.

男子 10.5%ー女千 ll.7%･高校3年生男子 21.7%女子 19.9%(平成22年) (平成34年度)

③ 妊娠中の飲酒をなくす 8.7% o■%

項 _ 日 -覗. 状 日一 棟

① 成人の喫煙率の減少 .(喫煙をや . -19.5%. 12元,
めたい者がやめる) ､ (平成22年) (平成34年度).

② 未成年者の喫煙をなくす 中学 1年生 0%
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資料 2~

国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基本的な方針の全部改正

(概要)

1.基本的な方向

(1)健康寿命の延伸､と健康格差の縮小

○ 生活習慣病の予防､社会生活を営むために必要な機能の維持及び向上等によ

り､健康寿命の延伸を実現するとともに､健康格差の縮小を実現｡

(2)生活習慣病の発症予防と重症か予防の徹底 (NCD(非感染性疾患)の予防)

○ がん､循環器疾患､糖尿病及びCOPD(慢性閉塞性肺疾患)に対処するため､

一次予防に重点を直いた対策のほか､重症化予防に重点を置いた対策を推進｡

(3)社会生活を営むために必要な機能の維持及び向上

○ ライフステージに応じ､こころ､次世代､高齢者の健康を推進0

(4)健康を支え､守るための社会環境の整備

○ 社会全体が相互に支え合いながら､国民の健康を守る環境を整備｡

(5)栄養 ･食生活､身体活動 ･運動､休養､飲酒､喫煙及び歯 ･口腔の健康に関す

る生活習慣及び社会環境の改善○(1)から (4)までを実現するため､各生活習慣等を改善｡

2.国民の健康の増進の目標に関する事項

05つの基本的な方向に対応して､5芦項目 (再掲除く.)にわたる具体的な目

標を設定｡

3.都道府県 ･市町村健康増進計画の策定に関する基本的な事項

○ 都道府県､市町村は､独自に重要な課題を選択し､目標を設定して､定期的に

評価及び改定を実施｡

4.健康の増進に係る調査及び研究に関する基本的な事項

○ 国は､生活習慣や社会環境の改善に関する調査研究を推進｡

5.健康増進事業実施者問における連携及び協力に関する基本的な事項

○ 各保健事業者は､各種健診の実施主体間で連携を促進｡

6.生活習慣に関する正しい知識の普及に関する事項

∫ ○ 情報提供に当たっては､多様な経路の活用や複数の方法の組み合わせ等が重要｡

7.その他重要事項

○ 地域の健康課題の解決のため､醜係機関等の連携により推進体制の整備が必要｡

○ 多様な主体による自発的な取り組みや連携の推進が必要.

0 健康増進を担う人材の育成等を図る｡

8.別表

○ 基本的な方向に応じ､計53項目 (再掲除く｡)について現状値と目標を設定｡


